
荒川区は７月、区立小中学校の校舎建替え計画の検討状況を公表。区立34校（小24・中10）のうち築年数の古い24校を３期に分けて、順次、
建替え工事を実施します。建替えとともに統廃合や小中一貫校の新設などを行い、空いた建物や用地に代替校舎を整備する、としています。

用地の少ない荒川区で苦肉の策と
もいえる計画ですが、課題は山積み

です。新校舎については、特別支援学級の増設や全小学校へ校内学童の設置など、これまでの区
民要望に応える検討もありますが、公共施設との複合化やプール整備を一部のみとする方針も示
されており、子ども、保護者、地域の声を活かした計画策定が求められます。
荒川区は学校や特養ホームなどの建替え用地に苦心する一方で、三河島や西日暮里の駅前再開
発のタワーマンション建設に学校跡地など貴重な区有地を提供しており、施策の優先順位も問わ
れます。今後、児童・生徒へのアンケートなどを行って11月に計画素案を作成、12月にパブリッ
クコメント実施、翌３月に計画策定の予定。完了まで30年にわたる計画で、少子化の中、
区内の子どもたちの教育環境をどうつくるか、みなさんとご一緒に考えます。

3807-4192

南千住5-1-6・2Ｆ

【法律相談】第2木曜18時～

３８０６‐５１３４

荒川７‐３７‐１

【法律相談】第４月曜１８時～

３８９５‐０５０４

町屋５‐３‐５

【法律相談】第１月曜１８時～

３８９５‐０５０８

東尾久２‐３７‐３

【法律相談】第３火曜１８時～

３８９４‐６６６８

西尾久２‐４‐８ １Ｆ

【法律相談】第３金曜18時半～

３８９１‐８８８４

東日暮里３‐１８‐４

【法律相談】第２水曜１８時～

小中学校の規模は「12～18学級が適正」
として単学級の六瑞小を閉校・瑞光小と
統合、さらに、小規模化が想定される汐
入東小も閉校・汐入小との統合を計画。
しかし保護者などから閉校の見直しと、
住民と区の「対話の場」を求める声が挙

がっています。
区は小規模校を閉校する一方で、
「24学級までは許容範囲」と大規
模化は許容。教員が子どもに寄り
添うことのできる環境整備には、
統廃合ではなく大規模化の解消こ
そ必要ではないでしょうか。

小学校４地区（瑞光、峡田、尾久、日暮里)のうち、
瑞光（南千住）は「汐入小・汐入東小と第三中で小
中一貫連携教育を実施している」ため、残りの３地
区に１校ずつ「小中一貫校」を整備する方針です。
・峡田（荒川、町屋）…七峡小と第五中を一体化
・尾久…赤土小と第九中を一体化
・日暮里…第六日暮里小を小中一貫校に

（中学を実質増設）
しかし導入の必要性は明確ではなく、議会での議

論も不十分です。日本共産党区議団は、実施自治体
の例も参考に教育効果等を検証、建替えとは別に、
子どものより良い教育環境整備の視点から小中一貫
教育について議論を深めるよう求めています。

代替校舎の汐入東小まで、瑞光小は約
2.2㎞、赤土小からは約4.5㎞もあります。
通学バスの確保が不可欠ですが、運転手
不足や子どもの安全確保、学童利用をど
うするかなどの問題もあります。

学校選択制のもとで建替えが始まれば、
工事中の学校への入学が避けられ近隣校
へ子どもが分散するなど、学校運営への
影響も懸念されます。あらためて、選択
制のあり方を考えるときです。

日時：９月28日(日) 10～12時

場所：ふらっとにっぽり３階

（東日暮里6-17-6）

教育改革の専門家・山本由美さんの

お話を聴き、一緒に考えてみませんか

東尾久相談室
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2031年度に閉校・瑞光小と統合。
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…建替え予定（数字は建替え順）
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七峡小の
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六瑞小

と統合

年度 建替え 代替校舎 閉鎖・開設など

2029  生涯学習センター閉鎖・代替校舎に改修

2030  汐入東小を閉校

2031 ①第六日暮里小(★) 生涯学習センター  第六瑞光小を閉校

2032 ②瑞光小 汐入東小  第五中敷地内に代替校舎を建設

2033  第六瑞光小を解体・代替校舎を建設

2034 ③第七峡田小(★) 第五中敷地内

2035 ④第二峡田小 第六瑞光小跡地

2036 ⑤赤土小(★) 汐入東小
 六日小建て替えによる小中一貫校を開設
 瑞光小の新校舎を開設

2037 ⑥尾久宮前小 生涯学習センター

2038 ？ ？  七峡小建て替えによる小中一貫校を開設

2039 ？ ？  二峡小の新校舎を開設

2040 ？ ？  赤土小建て替えによる小中一貫校を開設

「学校建替え計画」第一期スケジュール

工事期間

　★は小中一貫校として建替え予定

※第⼆期2036年〜45年 第三期2046年〜55年 （計画の詳細は区のホームページに掲載）

現在 建替え後

小24校
中10校

小19校
中８校
小中一貫校３校

　34校→30校へ削減

小中一貫校３校

荒川区は７月、区立小中学校の校舎建替え計画の検討状況を公表。区立34校（小24・中10）のうち築年数の古い24校を３期に分けて、順次、
建替え工事を実施します。建替えとともに統廃合や小中一貫校の新設などを行い、空いた建物や用地に代替校舎を整備する、としています。

用地の少ない荒川区で苦肉の策と
もいえる計画ですが、課題は山積み

です。新校舎については、特別支援学級の増設や全小学校へ校内学童の設置など、これまでの区
民要望に応える検討もありますが、公共施設との複合化やプール整備を一部のみとする方針も示
されており、子ども、保護者、地域の声を活かした計画策定が求められます。
荒川区は学校や特養ホームなどの建替え用地に苦心する一方で、三河島や西日暮里の駅前再開
発のタワーマンション建設に学校跡地など貴重な区有地を提供しており、施策の優先順位も問わ
れます。今後、児童・生徒へのアンケートなどを行って11月に計画素案を作成、12月にパブリッ
クコメント実施、翌３月に計画策定の予定。完了まで30年にわたる計画で、少子化の中、
区内の子どもたちの教育環境をどうつくるか、みなさんとご一緒に考えます。
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小中学校の規模は「12～18学級が適正」
として単学級の六瑞小を閉校・瑞光小と
統合、さらに、小規模化が想定される汐
入東小も閉校・汐入小との統合を計画。
しかし保護者などから閉校の見直しと、
住民と区の「対話の場」を求める声が挙

がっています。
区は小規模校を閉校する一方で、
「24学級までは許容範囲」と大規
模化は許容。教員が子どもに寄り
添うことのできる環境整備には、
統廃合ではなく大規模化の解消こ
そ必要ではないでしょうか。

小学校４地区（瑞光、峡田、尾久、日暮里)のうち、
瑞光（南千住）は「汐入小・汐入東小と第三中で小
中一貫連携教育を実施している」ため、残りの３地
区に１校ずつ「小中一貫校」を整備する方針です。
・峡田（荒川、町屋）…七峡小と第五中を一体化
・尾久…赤土小と第九中を一体化
・日暮里…第六日暮里小を小中一貫校に

（中学を実質増設）
しかし導入の必要性は明確ではなく、議会での議

論も不十分です。日本共産党区議団は、実施自治体
の例も参考に教育効果等を検証、建替えとは別に、
子どものより良い教育環境整備の視点から小中一貫
教育について議論を深めるよう求めています。

代替校舎の汐入東小まで、瑞光小は約
2.2㎞、赤土小からは約4.5㎞もあります。
通学バスの確保が不可欠ですが、運転手
不足や子どもの安全確保、学童利用をど
うするかなどの問題もあります。

学校選択制のもとで建替えが始まれば、
工事中の学校への入学が避けられ近隣校
へ子どもが分散するなど、学校運営への
影響も懸念されます。あらためて、選択
制のあり方を考えるときです。

日時：９月28日(日) 10～12時

場所：ふらっとにっぽり３階

（東日暮里6-17-6）

教育改革の専門家・山本由美さんの

お話を聴き、一緒に考えてみませんか

  

 

④ 学区域内で、小学校から中学校に連続して建替えの場合、建替え時期
を空けるか中学校を先に実施し、児童・生徒の在籍中に全ての期間が
工事という状況を避ける。 

⑤ 上記の考え方から、概ね１０年ごとの三期に分け、下図のように対象
校を示す。なお、本計画においては、概ね令和１７年度までに着手す
る一期の対象校について、詳細なロードマップを提示する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

イ）適正配置 

＜計画骨子案＞ 

●区の適正配置の方針案は以下のとおり 

・小学校：12～18 学級（19～24 学級は許容範囲）、通学距離 1km 以内 

・中学校：12～18 学級（9～11 学級は許容範囲）、通学距離 2km 以内 

・小中一貫校・義務教育学校：18～27 学級（24～36 学級は許容範囲）、 

通学距離は小学校、中学校の基準に倣う。 

●許容範囲を下回る小規模校は、将来的にも小規模化が継続する推計の場合 

に、通学区域の変更、学校の統合等を検討する。 
＜検討状況＞ 
・将来的に小規模化が想定される学校の建替えに合わせて適正な配置を検討 
する。 

・統合等により空いた建物や用地を活用し、代替校舎の整備を行う。 
・なお、今後の児童生徒数の動向により、対象校の再検討もありうる。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第一期（R8～R17） 第二期（R18～R27） 第三期（R28～R37）

小学校７校
小学校７校
中学校５校

小学校４校
幼稚園１園

第二瑞光小学校
第三瑞光小学校

瑞光小学校 第四峡田小学校
第六瑞光小学校 第九峡田小学校 第三峡田小学校
第二峡田小学校 尾久小学校 第五峡田小学校
第七峡田小学校 大門小学校 尾久西小学校

赤土小学校 第一日暮里小学校 尾久第六小学校
尾久宮前小学校 第一中学校 花の木幼稚園

第六日暮里小学校 第四中学校
第五中学校
第七中学校
第九中学校
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尾久八幡中尾久八幡中
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